
く　参　考　2　）

各省庁7タシ！ン・プログラム推進委員会の設置

J

昭　和　6　0　年　8　月　8　日

（アクション・プログラム実刑丑進委員会）

（抜　粋）

l筈　庁　名l　名　　　　　　　　称　I設誼月日I　迫　当　部　局

憎　理　肝17クシ，ン・プログラム肱遊芸貴会13．1！大臣官房裏目芳怨

憎　掠　庁17クシ℡ン・プロタ・ラム胱逓委員会！7．301毘富官房詮活況

l北海道開発庁I7．クシ！ン・7・ログ・ラム撤退案貴会IT．30日忠務珪

●

I防　衛　庁

1経済全き庁

l格学芸紆庁

I環　境　庁

！禅語院莞庁

I琶　±　庁

I等　要　庁

l注　昏・筈

l各　珪　筈

I大　意　筈

！よ　去．筈

l厚　生　筈

l差掠水量筈

I通話産責昔

l這　韓　省

l郵　裁　雀

l労　飴　筈

17クシ！ン・・プロクーラム推進委員会l7．311望旋局管理課

17クシ！ン・プログラム推進委員会I3・．　6I閲覧厩鋤翌葺

I7クシ！ン・ナログラム敗迎委員会I T．‘30I長・盲盲＿屍冶清談

I7ク？！ン・プ・ログラム服追委員会I T．30I長官官房紀跨窪

17クシ！ン・プログラム脆迫委員会18．11監務局総務抹

ITクシ！ン・プログラム拾遺室員全日．31I星雲言療治琵認

I7クシぎン・プログラム把遊委員会日．　51王宮言房企牽畏

17タシ！ン・プロ・ク．ラム推進委員会l T．301大臣盲房急務琵

「7クシ！ン・ナこグラム忙進貢貴会l T・．301芝誇示絵話参事育三

17クシ！ン・プこク‘ラム漫遊委員会I7．301六三号貢覇王仝廼窪

I7クシまン・丁にグラ⊥送達要貴会13．1‡大王言貢総務貰

17クシ！ン・プログラム遣退き貴会18．lI六三号貢市場芸ま対五三

I7クシ！ン・プログラム捜遊芸長会i3．1ト琶済示筐除法済民

I7クシ’雷ン・プりグラム脆遭委員会l 7．　3　0 I通話家集局絵缶詰

17クシぎン・プログラム性退委員会「7．311匡密運勢珪光局政策課

17クシ！？・プ亡・タニラム隠遁蔓真金l T．・301大臣言屍企至諺

l市場アクセス改善のための7クシ！日．・311大臣官房疎菜謂査牒＝忠仝

Iンナログラム捻追委員会　　　　I‘l I政策畏

I7クシ雷ソ・プログラム臆遣要具仝17．30！大臣富炭改策琵・

I7クシまン・プログラム推進委員会17．301大臣言屏企画亘

（注）総理暦には、捻理暦本肝の浩か、公正取引委員会、公盲等調整委員会及び宮内

庁が含まれる．
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基準法旺夢腰等改善査察官及び政府周達相鉄窓口の設置

l省　庁　名l基準建託制定等改善査察盲の官境目）はl政府相違相鉄吉口の

I設置月日）

l

l迫　警　部　局

l総　理　府

I総　務　庁

l北海道開発庁

l防　街　庁

l謎済企画庁

l終芋技術庁

l理　墳　庁

I沖浩措発庁

I冒　±　庁

l誓　蔓　庁

I註　墜　筈

「昇・替．省

l大　声　筈

I文　京　筈

l厚　生　等

1農掠水量等

「通話真裏筈

I運　南　等

l郵　鼓

l労　愚

！注　設

l巨　治

筈

等

筈

等

l

I

I星亨官房等技官ぐ官房迫彗）（7．30）

I

I

I　長盲盲貢等法官

1　　　　－

1

I　大≡言房等法言

l　　大三言貢星

l　　監謹冨清吉

I　　総務冨壊言

l　　給務冨甥言’

lE抹運輸鼓光局次長

I　大臣官房害‖芸富

l労陽芸準局安全衛生部長

i　　監淳箸技官

I　消防庁技術監理官
l

（8．　　5）

l大臣官房会計課

l長官官房会計罪

I総務牡

l闊達案福本諦埼空家．1

1長官官房会計課

l長官言募金汁控

l長官官房全都拝

l給淳局会計畏

l星冨富岳会計課

l長官官房会計眉

1大≡官房会計貫

l

l

：●
j

l

I

l大王盲房会計琵萄逗宝l

（3．　°2）　l大王冨房会計畏　　　l

（3．　1）　l六三号房会計琵　　　l

（3．1）I大岩書房会計昂　　　I

（8．　1）　l大臣官房経理琵　　　l

（7．30）　l大臣官房会計琵　　　I

（3．　7）　I大臣官房会計誅　　　l

（8．　2）　l大臣官房資材部拝夏井l

（7．3・l）　l大臣官房会計課

（7．3　0）　l大夏官房会計課

く7．3　0）　l大臣官界会計課

は）総理肝のうち、公正取引委員会及び富内庁の政府調達相紋窓口の迫彗部局は、

それぞれ、公正取引委員会事務局官房庶預託及び富内庁長官官房主計課である．
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昭　和　6　0　年　9　月　3　0　日

くアクション・プログラム実行推進委員会）

（抜つ降　〉

規格・基準の制定又は改正に操る透明性の確保に関する指針

規格・基準の作成過程における透明性を確保するため、原貫作成過程において、案を提

示しつつ、外国人を含む開拓者から意見の陪取を行う駿会を設けるほか、すべての冨塙会、

箸読会の専門委員会等で、規格・基準の・制定又は改正に関する原票を作成する過痩におい

て、幕に、外国関係者が参加ないし出度し、意見をのペることがで毒る与ととする．その

冥施要領は下記のとおりとする．

I．原案の提示及び書見嗟取の臓会の設置

1．視線・基準の設定又は改正に関する原案作成過程において、某を提示しつつ、外国人

を含む開掻者から意見の培取を行う機会を設けることとし、下記‡3．（21の方法に従っ

て次の事項に関して公示を行うものとする．

Ⅲ規格・基準の名称又は椙要

嘲原貫の嘘示方法

切意見聴取の機会の設置方法

抽迫当窓・口

2．かかる公示に当たっては、規格・基準の原案作成故障において、外圧柑＝県者の意見密

取につき十分な繊会が与えられるよう配慮するものとする．

止．署議会等への外宮際日系者の参加等

1．外国開隊者の墾田

①外国国語看官する者、◎日本国茸を首する者で外資系企叢に勤務するもの等

2．参加等を誌める蕃環会等

規格・基準の制定又は改正芯ついて検討を行うすべての蓄膿会等（各省庁の軍氏を受

けて尿路、基準の原案等の策定を行う民間団体に設置される検討委員会等を含む．以下

同じ．別紙参照）

3．参加等に関する事前公示

U公示の内容

①規格、基準の名称又は渦要

①箸堵会等の名称

⑧検討のスケジ1－ル

◎参加等を沈める外国関株者

⑧外国関係者の参加等の形憑

－176－
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⑥外国関係者の参加等のための手続き

①担当悪口

（21公示の方法

①緊急の事由のある場合を除き、各等庁の広和結　く民間団体で検討が行われるものに

あっては当該団体の広報控を含む．）又は官報への掲載により行う．

⑳可能な限り関係国在日大使藷又は関係在口外国商工会沃所へ通知する．

◎その他必要に応じて記者発表、芸界紙への掲載、関係芸界への通知等により行う．

（3I公示の時期

緊急の事由のある場合を除き、雷環会等の最初の開催日（あらかじめ参加等を詑める

日が決まっている場合にあっては当該甘）の3週間前までに行う．

4．参加等の形憑

委員、特別委員、専門委員等’（以下「委員等」という．国夏意思の形成に参西する委

員等にあっては日本国語を首する者に限る．）又は意見陳述人

5．その他

外国開係者の意見については、その処理結果につき意見陳述者に連絡するものとする．

一177－
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（別紙）

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一丁一一一一一一一一一一一一⊥一一一一一一「

I　雷　践　会　等　の　名　称　I　　関　　係　　法　　令　　名　l

ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十一二一一一一一一一一一一一一一一一一一1

＝1】食品衛生調査会

1121生活環境等班会

1

「脚中央責．事等現金

l

l囲農業資材審堤会（農葉部会、飼料部会）

l

I㈲農芸槻繊化署班会

lt5I農林物資規格調査会

l

I椚化学品箸丑会

l

I㈱計量行政署舐金

目9日ヨ本工業標準珂査会

I帥運輸技術審議会※

In掩気通信等譲会

川鴎気通信技術書読会、（1癖波監理等践ノ

l　仝

I梱埠等技術審査委員会

川か肖防戦芸等規格検討委員会

l咄基準原案作成委員会

I

l

l

I

l

I

l食品衛生法　　　　　　　　　　　　　　　I

l有事物質を含有する家庭用晶の規制た閑すl

lる法律　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l貢事注、化学物質の審査及び塑造等の規制l

lに関する法律　　　　　　　　　　　　　　　1

1農蓬取締法、一飼料の安全性の確保及び品質I

Iの改善に関する法律　　　　　　　　　　　　I

l農芸機械化促進法　　　　　　　　　　　　　I

I農林物資の規格化及び品質表示の適正化にI

l関する法律　　　　　　　　、　　　　l

I化学物質の雷査及び製造等の規制に関するl

I法律

l計量法

l工業標準化法

I迂路運送車商法

l電気通悟事業法

i電波法

1

1建築基準法

l消防法

I

l

l

l

l

I

I

l

、1

l消質生活用製品安全注、電気用品取細注、1

1ガス事業法、高圧ガス取締法、液化石油がI

lスの保安の確保及び取引きの適正化に園す1

1る薩律、．iェ貴様醇化法、労働安全衛生法　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿－⊥一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一」

※　運輸技術書講会は、基本的方針を検討するものであり、規格・基準の制定又は改正

について検討するものではない．
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柑　坤　的　群　梯　如　瑚　期　間　に　つ　い　て

60・9・30

l・巾塙7クセス改也のための丁クシーン・プbグラムのせ指＝昭紬6　年7．日0田に凛づさ・各は旺手続合について・可仙川りその鮒

濃化・迅酎巳を図るとといこ・各手続さ旬に、剛岬な耶膳射川柳を定め、当1日日間内に必畑で　ない場合には、その旨及びそq理由を中
川省に示すこととする．

2・各省庁において定めた帆坤的敬譲処理晰酎土、別紙のとおり（比旺手快のないものを除く26渉伸、216項目）である．

3・各省庁は、各亭快さの処即こ当た，ては、也叫的耶譲処悪肌用内でも，てもてさる腫り姐やかに行うものける．

tt

4・職印的虻用日射乱用棚については、園馴智水叫相を助真しつつ、必唄に応じて見放すものとする．
1

5・冊の…的糊旭馴日間lま、腑考偶に的日的な付け拉が妃勧されている坤合や騰さ・各省庁の斯廿郎局・（如迫府龍モ？他の興閲相可

秤の処分引手うこととされているものにあ1ては当は冊川一一日は受増した臼から昨甲尊の処分（軸下処分樽キ含む・一を行うqノまでの出

師こついて定められたものである・・年れ・一一1…叫の掴？捕正に附る…、．榊者において牧童を受ける…に鋸する…及びm銅
唄に対して申“ト智カ、ら回答かなされるまでの瑚糊は含まない・二日目”酎臥叩糊が泣年されている場合は・、その－軸方位による・｝



基準・誼証制度の創設等の取扱い

（6　0・9・3　0）

1．国の法令等に基づく基準・沈証制度の創設く既存制度の拡大・強化（注）を含む．以下

同じ．）は原則として行わないものとする．

2．ただし、例外的にこれを行う場合においてはその必要性及び当醇制度の内容が妥当なも

のであるか否かを以下のような手続きにより飯正に等査するものと．する．

はI　基準・沈証制度の創設を行おうとする場合、制度を所管する省庁は、予め、潮舐様式

（劉）により当該制度の概要、・必要性、国際条約等に基づく統一された基準・詑正利定

一との開拓又は躇外層に串ける煩伯の制度上の比較、対象となる産品の輸入に与える影客

について7日アシ，ン・プログラム冥行推進委員会基準・紘証制度等部会の富津局で、ぁる

内園官房に連絡する．

内層官房は、7クシ∫ン・プログラム冥行推進委員会基準・訟旺制度等部会の醇係局

長全壊の騒音珪て、同部会にこれを付活する．同部会は、我が国市場へのアクセスに与

える影琴という＿按点から厳正にこれ肴等査する．

位I　ただし・、①国際条約に基づき、その実施が委珪付けられている基準・沈証制度を創準

する場合及び既存制度のうち過去5年間にわたり対象産品の輸入実韻がなく（制度の存

在自体が輸入を阻害している場合を除く．）、かつ、外国等から当核制定に関する改善

方の要望が出されておらず、また、当面それが予思されない制度の変更の場合には、そ

の旨を確認の上、原則‘として内園官房限りで処理することとする．⑳珠存制度の拡大・

強化のうち、技術進歩等に伴う規格・基準の項目増加等については、我が国市場へのア

クセスに与える影署の程度に応じて同部会への付議を筈噂し、関係局長会瑳若しくは関

係．課長金屋障りで又は白眉書房限りで処理することがで毒ることとする．

t勾　なお、内閏富岳は制度を所管する省庁から上巳通路を受けた後速やかにそ’の処増毛図

る．原則として、①・については1週間以内、◎については2週間以内、それ以外につい

ては1か月以内に処理を終了する二こととし、この期間内に処理しえない場合には、その

旨を明らかにする．

3．制度を所管する省庁は、7クシ，ン・プログラム実行推進委員会基準・法証制度等部会

の審査を受けた後ガット通報等の手続きをとるものとする．

（注）既存制度の拡大・削巳とは、対象品目の増加、規格・基準の頃日増加又は酎巳

等を含む・．昆存認定の変更を行おうとする椋、これが制定の拡大・強化に訂当す

るか否かが不明の場合、当核制度を所壷する省庁はその旨内閣官房に申し出るこ

ととする．
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（別紙様式（蜘））

00000制度の創‾没（拡充・強化）

「‾’‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾

「1．00000制．度（の拡充・強化）の旭要

I

l

l

I

l

12．制度の創設（拡充・強化）の必要性

t

l

l

l

I

l

0　0　等

ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

13．冒陸兵的等に基づく統一された基準・拉証制度との関係又は諸外国における類似のI

I　制定との比較

I

I

l

l

l

l

14．制度の創設（拡充・強化）が対象となる産品の輸入に与える影響

I

l

I

l’

l

l

－181－
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非政府親閲の基準・詑旺制度の総点挽等に関す・るガイドライン

1・各省庁は、外国産晶の我が国軍場へのアクセスの改善を図るため、所管の特殊法人、

泣可法人及び公益法人その他所管分野の民精団体（以下「所管の非政府臓的」という．）

の基準・法＝正制度について、このガイドラインの定めるところにより、総点換及び改善

抒尋（以下「総点検等」と‘いう．．）を行うものとする．

2．総点検等の対象範囲

総点検等の対象範囲は、次に掲げる基準・削正制度とする．ただし、過去5年間にわ

たり輸入実績がな・く　く制度の存在自体が輸入を阻毒しているため、輸入真綿がない場合

を除く．）、かつ、外国等から改善の要望が出されておらず、また、当面これが予捜さ

れないもの’を除く．

（lI　産品を対象とする基準・誼旺制度

位I　施設、設備等を対象とする基準・拉証制度で、その効果として当該施設、設備等の

構成要素である産品につき一定の基準を要求するもの

●

3．総点検等の視点

111　特殊法人及び総司法人の基準・法旺制度並びに公益法人及び民間圧日本の基準・抱旺

割まで当該基準・組証制度について補助金を交付する等国の関与の度合いが強いもの

については、市場アクセス改善のための7クショ！・プログラムの骨格（昭和60年

7月　3　0日政肝・与党対外経済対策推進本部決定）各論第3章別紙2の1（既存の基

準・詑証制度の絵点検と改善）に定める基本的考え方（内外無差別の確保を含む．）

に準じて、総点検等を行う．

（2I　はI以外の非政府税関の基準・詑旺制度については、外国産晶が我が国市場において

競争上不利な扱いとならないよう、次に掲げる事項に配慮して基準・組旺制度の改善

及び適切な運用を図るとの視点に立って、総点検等を行う．

①　内外無差別の確保

ィ．外国産品供給者による．直接申措及び旺明取得1

ロ．検査方式についての内外無差別の確保

◎　透明性の確保

ィ．基準・拉証制度に関する説明書の作成及び公園

ロ．内外の具体的要拝に対処する窓口の設置

′、．基準の原票作成過程における外冒人等からの意見畦取搬毎〇設定

こ．基準の原案作成の検討予定につ、いての業界誌等による内外関係者への周知

③　外国検査データの受入れ、外国検査機関の積極的活用

◎　基準の明確化、国際基準への整合化

⑤　治証手続の荷票化・迅速化
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4．総点検等の手蝶

III　総点検及び改善指導

各省庁は、所管の非政府機関の基準・溜証制度について総点検を実施し、嘩くとも

昭和61年度から必要な改善が冥偏されるよう当該非政肝臓的を指導するものとする．

位I　部会への報告等

各省庁は、山による総点検及び改音階等の結果を別記様式により昭和61年　3月

15日（土）までに内聞官房へ提出するとともに、3月未までに7ク・シ牙ン・プロ．グ

ラム冥行惟應委員会基準・治旺制度等密会に報告するものとする．

5．基準・誌証制度の創設

各等庁は、所管の非政府搬園で上記3flIに規定するものにあっては基準・屈託制度・の

創設（既存制度の拡充・強化を含む．以下同じ．）を原則として行わないよう、また、

例外的にこれを行う場合においても上巳3（11の基本的考え方に準じて行うネう、声の他

の非政府駿関にあっては基準・絃証制度の創設を行う場合には上記3齢の視点に立って′

行うよう、．それぞれ当該奔放肝搬関を階導するものとする．
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別記様式

「一一一一一一一一一一丁一一一一一一一一一一一一一一一一一一一丁一一一一一一一一一一一一一一一一一一一T一一一一一一一ニー一丁一一一「

i　制　度　名　l　　始　点　快　の　暗　黒　　　　I　　改　尊　相　場　の　内　容　　I　持場の方法・時掴　「捕考l

ト一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一一1－－－＋一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一十一一一1

I O O　　制眈　　lM　内外細産別の祀保　　　　　　　　　　l

l l

I　　く法人　相川り　名目l

l

l

l

l

l l

－

筐　i

l l

I

l

l

I

l

l

l

l

l

l

I

l

I t割　透明性の確保

胞虹患鉦血涙地也細胞醜幽盛幽魂亜ぬ滋ぬl－1上組掛的、。．1。　　j

l捕助金I

l等の有l

I舟　　l

l I

I I

I l

l　・1

1　　　1

1　　1

1　　1

1　　1・

I l

l l

l l

l l

l l

I l

I I

l l

l l
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